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令和元年度後期分授業料免除・徴収猶予選考結果のお知らせ 

 

令和元年度後期分授業料免除・徴収猶予の結果をお知らせします。授業料免除

及び徴収猶予申請者は、下記方法にて各自確認してください。 

＊免 除 結 果：UTAS を確認（掲載箇所は３・４ページ参照） 

＊徴収猶予結果：大学から郵送された通知を確認 

 

【授業料預金口座振替日】 

○ 半額免除許可者及び免除・徴収猶予不許可者・・・１２月２７日（金） 

○ 徴収猶予許可者 

・ 延納許可者・・・令和２年３月２７日（金） 

・ 分納許可者・・・毎月２７日 

※ただし、初回（１２月２７日）のみ、 

１０月～１２月の３ヶ月分が引き落とされます。 

今年度の９月入学者は、初回（１２月２７日）のみ 

９月～１２月の４ヶ月分が引き落とされます。 

 〈 徴収猶予許可者の方への注意事項 〉 

今期、学籍異動等（休学、退学、卒業（修了）等）が生じた場合はこの限り

ではありません。特に卒業（修了）を控えている者は、徴収猶予許可者であ

っても納付時期が早まることがありますので、納付については所属の学部・

研究科等に確認してください。 

 

※ 引落日の前日（金融機関の休日と重なる場合は、その直前の金融機関営業 

日）の１５時までに引落口座に入金してください。 

※ 口座振替の未登録者には、後日大学本部経理課から請求書を送付します。 

 

◎ 今回の申請結果がそのまま来年度前期分授業料免除にも適用される訳ではあ

りません。来年度授業料免除を希望する場合には、改めて申請が必要になりま

す。 

 

【参 考】 

授業料免除許可者を対象としたノート PC の貸出事業を行なうこととしました。

詳しくは、下記ウェブサイトを確認してください。 

URL: https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/tuition-fees/h01_02.html 

令和元年１２月３日 

教養学部・総合文化研究科・数理科学研究科 

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/tuition-fees/h01_02.html
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－令和２年度前期分授業料免除・徴収猶予申請の注意－ 

 

令和２年度前期分授業料免除・徴収猶予申請の詳細についてはまだ決まってい

ません。 

申請書配付及び申請期間は、例年ですとおおよそ以下の期間となっています。 

 

申請書配付及び申請期間：２月中旬～４月上旬 

 

正式な期間については、上記時期が近づきましたら、下記ウェブサイトまたは

掲示等で確認してください。 

 

＜大学公式ウェブサイト＞ 

トップページの「教育・学生生活」→「授業料・奨学制度・宿舎等」 

→「授業料等の免除」 

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/tuition-fees/h01_02.html 

 

本制度は、学業優秀で経済的に困窮している学生が、そのことを理由に学業の

継続を断念することのないよう支援するためのものであります。厳しい財政状況

の下、又昨今の景気悪化に伴い申請者が大幅に増加するなかで、限られた予算内

において実施していることを、十分理解いただきますようお願いします。 

 

 

 

  

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/tuition-fees/h01_02.html
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－授業料免除結果の UTAS 掲載箇所について－ 

 
授業料免除申請者は、UTAS から各自選考結果を確認してください。 

＊学務システム UTAS の URL： https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/campusweb/ 

 

 

「PC 版の画面」で確認してください。スマートフォンを使用してログインする場合でも、「PC版の画面」

に切り替えてから、閲覧してください。 

 

【スマホ版のトップ画面】 

  

トップ画面からログイン後 

 

「PC版」の画面に切り替えた後の 

流れは、次ページを参照してください 

スマートフォンからログインした場

合、「PC 版」をクリックして、「PC

版の画面」に切り替えてください 

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/campusweb/


4 

 

 

 

 

 

 

 

“授業料免除・学費納入状況”欄

をクリックしてください 

トップ画面からログイン後 


